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 １ 計画策定の背景                                        

 函館市では，これまで「函館市男女共同参画推進条例」の制定や，第２次函館市男女共同参画

基本計画「はこだて輝きプラン」の策定により，取り組みを推進してきました。 

これにより，市民意識も少しずつ変化してきていますが，固定的性別役割分担意識やこれを反

映した社会慣行は依然として残っており，また，仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バラン

ス）が実現できていない状況もあります。さらに，人口減少や少子高齢化の進行，労働力不足な

ど社会状況は大きく変化してきており，それら新たな状況への対応も求められます。 

このようなことから，引き続き男女共同参画を推進するため，第３次函館市男女共同参画基本

計画「はこだて輝きプラン」を策定しました。 

令和３年度（２０２１年度）までの取組状況では，計画策定時の指標項目は一部達成されてい

ますが，性別による固定的役割分担意識や男女の平等感，女性が仕事を持つことなど，市民の意

識はまだ十分とは言えず，さらに女性が新型コロナウイルス感染症により,経済的困窮やＤＶの深

刻化等の影響を受けている状況などを踏まえ，引き続き男女共同参画社会の形成が一層促進され

るよう取り組みを推進していく必要があり，このたび本計画の中間見直しを行いました。 

 ２ 計画の位置づけ                                         

 ・函館市男女共同参画推進条例第８条の規定に基づく基本的な計画です。 

 ・第２次函館市男女共同参画基本計画を継承して策定する計画です。 

 ・「函館市基本構想（２０１７～２０２６）」を踏まえ，函館市の他の諸計画との整合を図り

策定するものです。 

 ・女性活躍推進法第６条第２項に基づく「市町村推進計画」（女性活躍推進計画）として，位

置づけられるものです。 

 ３ 計画の期間                                           

 平成３０年度（２０１８年度）から令和９年度（２０２７年度）までの１０年間 

 ４ 計画の体系                                           

将来像 

男
ひと

と女
ひと

 ともに輝く 豊かなまち 

基本目標 

   人権尊重と男女共同参画の意識づくり 

    あらゆる分野への男女共同参画の促進 

    多様な生き方が選択できる環境づくり 

基本目標 １  

 
基本目標 ２  

 
基本目標 ３  
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体系図   

 

 

　基　本　目　標 　推　進　の　方　向 　　　  　　　 　　主　　　要　　　施　　　策

 

将来目標

(2)  男女共同参画の視点
  に立った 教育・ 学習 の
  充実

①　男女共同参画の視点に立った家庭や地域における教育・学習の充実

(1)  男女共同参画意識の
  啓発

①　意識改革のための啓発

②　職場・家庭・地域等における社会制度や慣行の見直し

１　人権尊重と
　男女共同参画

の意識づくり ②　男女共同参画の視点に立った学校教育等の充実

ひ
と

(3)  人権尊重と暴力等の
  根絶

③　男女の人権尊重の視点に立った表現の取り組み

②　互いの性を尊重する意識の啓発

③　性の多様性の尊重と理解の促進

①　ドメスティック・バイオレンスやハラスメントの被害者，性暴力
　被害者等への支援体制の強化・充実男

と

女 ひ
と

(1)  政策・方針決定過程
  への女性の参画の拡大

①　各種審議会等委員への女性の登用促進

③　職場等における女性の登用促進

２　あらゆる分
　野への男女共
　同参画の促進

【女性活躍推進計画】

④　様々な雇用形態における女性の就業環境の改善

と

も

に

輝

く

①　働く場における男女の均等な就業機会と待遇の確保

③　仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）のための長時間
　労働の是正等就業環境の整備

②　働く女性の母性健康管理の推進

④　雇用に関わる法制度等の周知・啓発および相談体制の充実

①　正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の
　解消に向けた啓発

３　多様な生き
　方が選択でき

る環境づくり

(4)  地域社会等への男女
   共同参画の促進

①　地域社会への男女共同参画の促進

②　女性の再チャレンジ支援

(1)  安心して暮らせる環
　境づくり

①　安心して子育て・介護ができる環境づくり

豊

か

な

ま

ち

②　地域防災や防犯などの分野における男女共同参画の促進

③　男女共同参画に関する国際交流活動の促進

②　ひとり親家庭における自立の支援

③　高齢者や障がいのある人が安心して暮らせる環境づくり

④　生活上の困難に対する相談支援の充実

(2)  生涯を通じた男女の健
　康支援

①　生涯を通じた男女の健康の保持・増進

②　妊娠・出産等に関する健康支援

③　健康を脅かす問題についての啓発

　　２　男女共同参画の拠点施設の機能充実

　　３　庁内推進体制

　　推進体制
　　１　函館市男女共同参画審議会

　　４　市民団体，事業者との連携

　　５　国，北海道への要望

(2)  雇用等の場における
  男女共同参画の促進

(3)  多様なニーズを踏ま
   えた就業環境の整備

③　女性の起業支援の充実

②　女性の人材育成

男

と

女

と

も

に

輝

く

豊

か

な

ま

ち

ひ
と

ひ
と
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人権尊重と男女共同参画の意識づくり 

 

推進の方向    男女共同参画意識の啓発 

■ 現況と課題 ■ 

「男は仕事，女は家庭」という

性別による固定的役割分担意識

は，市民の４７．０％が否定的で

はありますが，男性の理解促進を

さらに図っていく必要がありま

す。 

共働き世帯が増加傾向にある

ことから，男性の家事・育児・介

護等への参画，ワーク・ライフ・

バランスの実現に向けた啓発を

行っていくことが必要です。 

 

「男は仕事，女は家庭」という考え方について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「男女共同参画に関する市民・事業者意識調査報告書」（令和３年度） 

■ 基本的な方向性と主要施策 ■ 

・各種媒体を活用し，男女共同参画の理解促進に向け，広報・啓発に努めます。 

・男性の家事・育児等へのさらなる参画を促すための学習機会の提供に努めます。 

・女性の人権尊重や青少年の健全育成のため，図書やインターネット情報などの監視や   

メディア・リテラシーの向上を図ります。 

 

① 意識改革のための啓発 

② 職場・家庭・地域等における社会制度や慣行の見直し 

③ 男女の人権尊重の視点に立った表現の取り組み 

推進の方向    男女共同参画の視点に立った教育・学習の充実 

■ 現況と課題 ■ 

男女の地位の平等感は，家庭や

職場，社会全体でも低い状況にな

っています。 

一人ひとりが性別による固定

的役割分担意識にこだわること

なく，その能力を発揮できるよ

う，家庭，地域，職場，学校にお

いて男女共同参画の意識啓発を

進めていくことが重要です。 

男女の地位の平等感 

 

①家庭生活

②職場環境

③学校教育

④社会活動

函館市調査（令和3年8月）

内閣府調査（令和元年9月）

函館市調査（令和3年8月）

内閣府調査（令和元年9月）

函館市調査（令和3年8月）

内閣府調査（令和元年9月）

函館市調査（令和3年8月）

内閣府調査（令和元年9月）

7.0 

5.3 

27.7 

21.4 

46.5 

29.2 

8.7 

6.0 

1.6 

1.4 

8.6 

34.8 

1.9 

9.3 

9.6 

35.6 

39.8 

45.5 

27.2 

6.5 

6.3 

0.7 

2.1 

2.4 

13.4 1.6 

男性が優遇されている

どちらかといえば男性

平等になっている

どちらかといえば女性

女性が優遇されている

どちらともいえない

無回答

3.3 

2.3 

15.2 

11.1 

61.2 

61.3 

2.3 

2.3 

0.3 

0.5 

17.7 

20.0 

2.5 

13.6 

13.6 

39.8 

46.2 

30.7 

21.2 

4.5 

4.2 

0.5 

1.1 

10.9 

12.1 

1.6 

女性が優遇されている

基本目標 １  

 

全体

女性

男性

1.6 

1.1 

2.3 

8.8 

7.4 

10.8 

19.9 

23.7 

14.8 

27.1 

28.4 

25.6 

41.6 

38.7 

45.1 

1.0 

0.7 

1.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

どちらかといえば反対 どちらともいえない賛成 反対どちらかといえば賛成 無回答

肯 定 的 否 定 的

0                       20                     40                      60                      80                     100 （％）

   ２ 

   １ 
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備考）函館市調査の回答「どちらともいえない」は，内閣府調査では「わからない」の選択肢になっている。 

資料：「男女共同参画に関する市民・事業者意識調査報告書」（令和３年度）（函館市） 

「男女共同参画社会に関する世論調査」（令和元年度）（内閣府） 

■ 基本的な方向性と主要施策 ■ 

・講演会や各種講座などを開催し，男女共同参画に関する意識高揚を図ります。 

・学校では教職員に対し，男女共同参画の正確な理解の浸透を図るほか，児童生徒に対して

は，学習指導要領に基づき，男女の平等や相互の理解・協力について適切に指導します。 

・キャリア教育のなかで，就職後に必要となる育児や介護などの制度に関する学習機会の提

供に努めます。 

 

① 男女共同参画の視点に立った家庭や地域における教育・学習の充実 

② 男女共同参画の視点に立った学校教育等の充実 

 

推進の方向    人権尊重と暴力等の根絶 

■ 現況と課題 ■ 

ＤＶの相談件数は，年間 4,000

件以上で推移しています。ＤＶだ

けではなく，性暴力,ストーカー

などによる被害も深刻な社会問

題であり，男女の人権尊重と暴力

防止の意識啓発や，被害者の救済

と自立に向けた支援体制の整備

が必要です。 

 性的少数者への差別や偏見等

をなくすための意識啓発や困難

の解消に向け，社会全体で取り組

むことが大切です。 

 

函館市におけるドメスティック・バイオレンスに係る 

相談および緊急一時保護件数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：函館市子ども未来部子育て支援課 

 

 

⑤制度上

⑥政治の場

⑦社会通念

⑧社会全体

函館市調査（令和3年8月）

内閣府調査（令和元年9月）

函館市調査（令和3年8月）

内閣府調査（令和元年9月）

函館市調査（令和3年8月）

内閣府調査（令和元年9月）

函館市調査（令和3年8月）

内閣府調査（令和元年9月）
35.0 

37.7 

44.0 

38.9 

14.4 

7.7 

1.1 

0.9 

0.1 

0.5 

5.4 

12.7 1.6 

8.7 

10.3 

11.3 

36.6 

34.4 

39.7 

24.3 

4.0 

3.9 
0.4 

1.4 

9.0 

23.3 1.4 

19.1 

24.3 

51.0 

49.2 

22.6 

9.7 

2.1 

0.6 

0.2 

0.1 

5.0 

14.4 

1.6 

男性が優遇されている どちらかといえば男性
平等になっている

どちらかといえば女性 女性が優遇されている

どちらともいえない

11.3 

15.9 

62.8 

52.6 

21.2 

10.7 

2.8 

1.8 

0.3 

0.5 

1.6 

16.9 

1.6 

0                  20                 40                   60                   80                 100 （％）

無回答

1,880 

2,904 

3,976 

4,771 4,627 

5,581 

4,818 4,902
4,745 

4,310 

4,736 4,762 
4,604 

5,346 

4,619 

58 
54 50 60 57 60 56 63 58 52 44 40 39 47 31 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

平成19平成20平成21平成22平成23平成24平成25平成26平成27平成28平成29平成30令和元 令和2 令和3

相談件数

保護件数

   ３ 
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主な男女共同参画に関する取り組み  

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 基本的な方向性と主要施策 ■ 

・ＤＶやハラスメント等が人権問題であることの認識を広め，人権尊重に立脚した啓発や教

育機会を提供します。 

・関係機関との連携を密にし，性暴力やストーカー等を含めた被害者支援のための，相談体

制の充実や支援体制の強化に努めます。 

・性的少数者への理解促進のための学習機会，意識啓発事業の実施や相談支援等に取り組み

ます。 

 

① ドメスティック・バイオレンスやハラスメントの被害者，性暴力被害者等への支援体

制の強化・充実  

② 互いの性を尊重する意識の啓発 

③ 性の多様性の尊重と理解の促進 

男女共同参画パネル展 

 

 

 

 

 

 

 

男女共同参画情報誌 「マイセルフ」 

  

小・中学生向け男女共同参画啓発誌 

「あなたとわたし」「YOU ＆ ME」  

 

性の多様性理解促進等事業 
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      あらゆる分野への男女共同参画の促進 

【女性活躍推進計画】 

 

推進の方向     政策・方針決定過程への女性の参画の拡大 

■ 現況と課題 ■ 

函館市の「各種審議会等委員へ

の女性の登用率」は，増加傾向にあ

ったものの，令和元年度から再び

減少傾向に転じており，今後も引

き続き女性登用率向上のための取

り組みを推進する必要がありま

す。 

 

 

 

 

 

審議会委員への女性登用率の推移 

 

 

 

 

 
 資料：北海道環境生活部男女平等推進室 

函館市総務部 

■ 基本的な方向性と主要施策 ■ 

・男女双方の意識改革と女性の政策・方針決定過程へ積極的に参画する意識の醸成や，女性

の能力開発を進めます。 

・事業者に対しては，関係機関と連携を図りながら，積極的な女性の登用について理解と協

力を求めます。 

 

① 各種審議会等委員への女性の登用促進 

② 女性の人材育成 

③ 職場等における女性の登用促進 

 

推進の方向    雇用等の場における男女共同参画の促進 

■ 現況と課題 ■ 

ワーク・ライフ・バランスについ

ては，実現できていない，どちらか

といえば実現できていないという

回答が約４割を占め，雇用の場の

男女共同参画の促進と，男女が共

に働きやすいワーク・ライフ・バラ

ンスの推進など，就業環境の整備

を進める必要があります。 

ワーク・ライフ・バランスの実現度 

 

 

 

 

 

 資料：「男女共同参画に関する市民・事業者意識調査報告書」（令和３年度） 

基本目標 ２ 
 

 

21.8 
24.0 

25.7 

30.8 
32.2 32.9 

35.0 
36.3 

36.4 

37.6 

37.4 

37.8 

37.7 
37.2 

34.6 

24.7 26.8 

30.9 
32.3 

33.2 33.2 
34.1 

35.4 

36.7 

37.1 

37.4 

37.6 

39.6 40.7 
42.3 

17.8 
20.0 

21.5 21.4 
20.2 

19.2 

22.5 23.3 
23.9 

24.7 25.5 
25.8 25.8 25.2 24.8 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

平成13平成15平成17平成19平成21平成23平成25平成26平成27平成28平成29平成30令和元令和2 令和3

(%)

北海道

国

函館市

実
現
で
き
て

い
る
と
思
う

実
現
で
き
て

い
な
い
と
思
う

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い

無
回
答

全体
女性
男性

（％）

2.6 

14.5 

19.2 
20.3 

33.1 

10.2 

3.4 

19.7 
17.7 

21.3 

30.9 

7.2 

3.0 

17.4 

18.3 20.8 

31.9 

8.5 

0

10

20
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40

50

ど
ち
ら
か
と

い
え
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実
現

で
き
て
い
る

と
思
う

ど
ち
ら
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と

い
え
ば
実
現

で
き
て
い
な
い

と
思
う

 １ 

   ２ 
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■ 基本的な方向性と主要施策 ■ 

・「女性活躍推進法」に基づく「事業主行動計画」の策定等の周知，啓発や積極的な改善措

置（ポジティブアクション）（注）の普及促進とワーク・ライフ・バランスを推進します。 

・事業者においては，母性健康管理措置，法制度の遵守や活用を推進します。 

 

① 働く場における男女の均等な就業機会と待遇の確保 

② 働く女性の母性健康管理の推進 

③ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）のための長時間労働の是正等就業環

境の整備 

④ 雇用に関わる法制度等の周知・啓発および相談体制の充実 

 

推進の方向    多様なニーズを踏まえた就業環境の整備 

■ 現況と課題 ■ 

人口減少や労働力不足を背景に

あらゆる場面での女性の活躍推進

が期待される中，女性が職業を持

つことに肯定的な意見も多くなっ

ていることから，働きながら子育

てのできる環境を整え，あるいは

子育てのために仕事を中断して

も，子育てが落ち着いた段階で，

様々な再チャレンジができる環境

を整備していくことが，男女共同

参画の推進につながり，少子化対

策の一つとしても有効と考えま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

女性が職業を持つことについて 

《全体》 

 

 

 

 

《女性》 

 

 

 

 

《男性》 

 

 

 

資料：「男女共同参画に関する市民・事業者意識調査報告書」（令和３年度）（函館市） 

「男女共同参画社会に関する世論調査」（令和元年度）（内閣府） 

■ 基本的な方向性と主要施策 ■ 

・関係機関と連携を図りながら，事業者に対し，労働環境や労働条件の改善について働きか

け，就業環境の整備に努めます。 

・女性の技能習得に関わる講座の開催や資格取得をはじめ，就業に関する様々な情報提供を

行います。 

・女性の経営能力や起業に関する学習機会の提供に努めます。 

 

① 正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消に向けた啓発 

② 女性の再チャレンジ支援 

③ 女性の起業支援の充実 

④ 様々な雇用形態における女性の就業環境の整備 

函館市調査（令和3年8月）

内閣府調査（令和元年9月）

53.8 

61.0 

33.5 

20.3 

1.9 

4.8 

0.0 

3.9 6.5 

8.2 

1.7 

2.7 

1.7

結婚や出産後は仕事を辞め，

育児が一段落した後，再び仕事に
就く方がよいと思う 無回答その他

子どもができるまでは，
職業をもつ方がよい

結婚や出産にこだわらず

仕事を続けた方がよいと思う

わからない

女性は仕事に就かない
方がよいと思う

子供ができたら仕事をやめ，大きく
なったら再び職業をもつ方がよい

結婚するまでは職業
をもつ方がよい

女性は職業をもた
ない方がよい

その他

結婚を機に仕事を辞め，

家事・育児に専念した方が
よいと思う。

子供ができても，ずっと職業を
続ける方がよい

  ３  

注）ポジティブアクション／様々な分野において，活動に参加する機会の男女間の格差を改善するため，必要な範囲内に

おいて，男女のいずれか一方に対し，その機会を積極的に提供すること。 

 

函館市調査（令和3年8月）

内閣府調査（令和元年9月）

51.5 

58.0 

36.0 

21.1 

1.7 

5.9 

0.0 

4.4 

6.7 

8.7 

1.8 

2.0 

2.1

0% 20% 40% 60% 80% 100% （％）0                       20                    40                    60                     80                   100 （％）

内閣府調査（令和元年9月）

函館市調査（令和3年8月） 55.7 

63.7 

31.3 

19.7 

2.0 

3.8 

0.0 

3.5 

6.3 

7.8 

1.6 

3.1 

1.4
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主な男女共同参画に関する取り組み  

推進の方向      地域社会等への男女共同参画の促進 

■ 現況と課題 ■ 

８３．７％の男性が，家事・育児

や地域活動を妻と分かち合い，仕

事と両立させたいと考えていま

す。 

誰もが住みよいまちづくりを進

めていくため，地域活動等に誰で

も気軽に参加し，多様な活動がで

きることが必要です。 

 

仕事と家庭についての男性の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「男女共同参画に関する市民・事業者意識調査報告書」（令和３年度） 

 

■ 基本的な方向性と主要施策 ■ 

・地域の活動において，男女共同参画の視点が反映されるよう意思決定過程への女性の参画

を働きかけるとともに男性の地域活動への参加促進のための情報提供に努めます。 

・国際交流団体との交流や海外派遣事業等を推進し，海外の男女共同参画に関する状況につ

いて，知識を深めます。 

 

① 地域社会への男女共同参画の促進 

② 地域防災や防犯などの分野における男女共同参画の促進 

③ 男女共同参画に関する国際交流活動の促進 

父親の初めての家事講座 

「パパ主役！子どもと一緒に初めてクッキング」 

 

 

 

 

 

 

 

男女共同参画の拠点施設 

「函館市女性センター」 

 

   ４ 

全体

女性

男性

4.5

1.6 

8.4 

88 .6

92 .4 

83 .7 

0.4

0.0

0.9 

3.4

2.5 

4.7 

3 .0

3 .6 

2.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

家事・育児や地域活動は
妻に任せ仕事に専念する

家事・育児や地域活動を
妻と分かち合い，仕事と
家庭を両立させる

仕事は妻に任せ，家事・
育児や地域活動に専念
する

その他 無回答

0                     20                     40                      60                     80                  100 （％）

全体

女性

男性

4.5

1.6 

8.4 

88 .6

92 .4 

83 .7 

0.4

0.0

0.9 

3.4

2.5 

4.7 

3

3 .6 

2.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

家事・育児や地域活動は
妻に任せ仕事に専念する

家事・育児や地域活動を
妻と分かち合い，仕事と
家庭を両立させる

仕事は妻に任せ，家事・
育児や地域活動に専念
する

その他 無回答

0                     20                     40                      60                     80                  100 （％）

全体

女性

男性

6.7

4.4

10.1

82.4

82.6

81.6

0.1

0.0

0.3

4.4

4.2

4.9

6.4

8.8

3.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

家事・育児や地域活動は
妻に任せ仕事に専念する

家事・育児や地域活動を
妻と分かち合い，仕事と
家庭を両立させる

仕事は妻に任せ，家事・
育児や地域活動に専念
する

その他 無回答

0                       20                    40                  60                   80                  100 （％）

3.0
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        多様な生き方が選択できる環境づくり 

 

推進の方向１  安心して暮らせる環境づくり 

■ 現況と課題 ■ 

函館市の総人口は，昭和５５年

（１９８０年）をピークに減少傾

向にある一方，高齢化率は３６％

と，超高齢社会の目安とされる 

２１％を超え，高齢単身世帯や高

齢夫婦世帯も増加傾向です。 

介護環境の整備やきめ細やかな

子育て支援のほか，ひとり親家庭

の自立支援など，男女がそれぞれ

自立して生活できる環境づくりが

必要です。 

 

高齢単身世帯数および高齢夫婦世帯数の推移 

 

 

資料：国勢調査 

■ 基本的な方向性と主要施策 ■ 

・男性の家事・育児への参画を促すための学習機会を提供し，性別による固定的役割分担意

識の解消に努めます。  

・保育・介護体制の充実を図るほか，子育てや介護などの家庭生活と仕事の両立支援に取り

組むとともに，高齢者や障がいのある人の生きがいづくりや社会参画を促進します。 

・相談機会を通じ，貧困等生活上の困難に直面する女性を必要な支援に繋げます。 

 

① 安心して子育て・介護ができる環境づくり 

② ひとり親家庭における自立の支援 

③ 高齢者や障がいのある人が安心して暮らせる環境づくり 

④ 生活上の困難に対する相談支援の充実 

 

推進の方向   生涯を通じた男女の健康支援 

■ 現況と課題 ■ 

 本市は，女性の喫煙率が全国平

均よりも高く，全国的に若年層の

性感染症や薬物乱用などが依然

として社会問題となっています。 

生命の尊重や自分自身の心身

の健康の大切さを認識するため，

学齢期から正しい知識を身につ

ける必要があります。 

また，生活習慣病のほか，心の

健康も問題になっていることか

ら，メンタルヘルス対策などの健

康づくり支援へのさらなる取り

組みが必要です。 

喫煙の状況（年代別） 

 

 

3,767 
5,093 

7,118 

9,657 

12,439 

15,297 

17,501 

20,148 

22,337 

4,967 
6,930 

8,467 
10,279 

12,685 
14,172 14,892 

16,258 16,719 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

昭和55 昭和60 平成2 平成7 平成12 平成17 平成22 平成27 令和2

高齢単身世帯数

高齢夫婦世帯数

（世帯数）

高齢夫婦世帯数

（年）

高齢単身世帯数

基本目標 ３ 

 

 

備考） 

1.高齢単身世帯：65歳以上の者一人のみの 

一般世帯 

2.高齢夫婦世帯:夫が 65歳以上、妻が 60 歳 

以上の夫婦 1組のみの一般世帯 

28.8 

21.3 

40.8 42.5 
37.5 

25.8 

13.1 

27.1 25.4 
33.2 

36.5 
31.8 31.1 

15.1 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

総数 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上

函館市

全国

（％）

  

  

 １ 

 ２ 

《男性》 
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各目標の主な指標

基本計画の推進にあたり，目標ごとに指標を設定します。（基本計画より抜粋） 

区分 指標 計画 
策定時 

中間 
見直し時 目標 備考 

 

基本

目標 

１ 

「男女共同参画」の言葉の認知度 29.8% 
(平成 28年度) 

34.7% 
(令和 3年度) 

増加 
市民・事業者 
意識調査結果 

固定的な性別役割分担を肯定する人の割合 26.6% 
(平成 28年度) 

10.4% 
(令和 3年度) 

減少 
市民・事業者 
意識調査結果 

ＤＶ被害等を直接経験したことがある人の割合 12.5% 
(平成 28年度) 

9.6% 
(令和 3年度) 

減少 
市民・事業者 
意識調査結果 

ハラスメントを直接経験したことがある人の割合 

（セクシュアル・ハラスメントのみ） 

11.3% 
(平成 28年度) 

13.9% 
(令和 3年度) 

減少 
市民・事業者 
意識調査結果 

 

基本

目標 

２ 

市内事業所における管理的地位にある女性の割合 23.7% 
(平成 28年度) 

21.4% 
(令和 3年度) 

増加 
函館市労務状況 
調査結果 

各種審議会等委員への女性の登用率 24.7% 
(平成 28年 

4 月 1日現在) 

24.8% 
(令和 3年度) 

35.0% 
(令和 9年度) 

総務部人事課 

市の男性職員の育児休業取得率 3.6% 
(平成 28年度) 

4.8% 
(令和 3年度) 

20.0% 
(令和 7年度) 

函館市特定事業主
行動計画～次世代
育成支援・女性活
躍推進統合版～ 

ワーク・ライフ・バランスが実現できていると回

答した人の割合 

21.5% 
(平成 28年度) 

40.4% 
(令和 3年度) 

増加 市民・事業者 
意識調査結果 

 
基本

目標 

３ 

育児休業制度に関する規定の設置率 82.5% 
(平成 28年度) 

83.5% 
(令和 3年度) 

増加 
函館市労務状況 
調査結果 

介護休業制度に関する規定の設置率 74.6% 
(平成 28年度) 

76.8% 
(令和 3年度) 

増加 
函館市労務状況 
調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：函館市保健福祉部 （令和３年度） 

■ 基本的な方向性と主要施策 ■ 

・健康に影響を及ぼす問題や生殖に関する健康の重要性についての意識啓発とともに，健康

診査・健康指導など生涯を通じた健康の維持・管理のための意識づくりと正しい知識の普及

に努めます。 

・妊娠・出産，子育ての不安等を解消するために，妊娠・出産・乳幼児期における各種健康

診査や相談・指導の充実を図ります。 

 

① 生涯を通じた男女の健康の保持・増進 

② 妊娠・出産等に関する健康支援 

③ 健康を脅かす問題についての啓発 

10.8 
10.3 12.0 

15.7 
19.6 

15.9 

1.7 

7.6 7.6 7.3 
10.2 12.9 

8.6 
3.0 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

総数 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上

函館市

全国

（％）

《女性》 
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計画の推進体制  

 計画に盛り込まれた施策等を総合的かつ計画的に進めていくため，市，市民，事業者がそれぞれ

の責務（※）を果たし，一体となって取り組みを推進します。 

 

１ 函館市男女共同参画審議会の機能が十分に発揮されるよう努めます。 

２ 男女共同参画の拠点施設（函館市女性センター）の機能充実を図ります。 

３ 庁内関係部局が一体的な取り組みに努めます。 

４ 市民団体，事業者との連携に努めます。 

５ 必要に応じて，国，北海道に対し要望し，実現のための働きかけを行っていきます。 

 

※市，市民，事業者の責務（函館市男女共同参画推進条例第４条～第６条より抜粋） 

■ 市の責務 ■ 

基本理念にのっとり，男女共同参画の推進に関する施策（積極的格差是正措置を含む。以

下同じ。）を総合的かつ計画的に策定し，実施する。 

男女共同参画の推進に当たっては，市民，事業者，国および他の地方公共団体との密接な

連携を図る。 

■ 市民の責務 ■ 

基本理念にのっとり，社会のあらゆる分野

において，男女共同参画の推進に積極的かつ

主体的に取り組むとともに，市が実施する男

女共同参画の推進に関する施策に協力する

よう努める。 

■ 事業者の責務 ■ 

基本理念にのっとり，その事業活動におい

て，男女共同参画の推進に自ら積極的に取り

組むとともに，市が実施する男女共同参画の

推進に関する施策に協力するよう努める。 

 

男女共同参画のキーワード 

固定的役割分担意識 

（固定的な性別役割

分担意識） 

 いわゆる「男は仕事，

女は家庭」というよう

に，男性，女性という性

別を理由として，役割を

固定的に分けること 

セクシュアル・ 

ハラスメント 

 優位な力のもとで，

相手の意思に反して行

われる性的な言動のこ

とで，それによって相手

を不快にさせること 

ドメスティック・ 

バイオレンス 

 配偶者やパートナー

からの身体に対する直

接的な暴力，または心身

に有害な影響を及ぼす

言動のこと 

ワーク・ライフ・ 

バランス 

 仕事，家庭生活，地域

活動など様々な活動に

ついて，自ら希望するバ

ランスで展開できる状

態のこと 
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